
UET　II’）371文書の解読とその解釈

一軍事的集団労働組織　治水と王権の起源一

中原与茂九郎

は　　じ　め　に

　西欧アッシリア学者の大多数はUruk象形文書，　Jamdet　na＄r半象形文書，　Fara

（流Shuruppak）文書を含めて，　Ur古拙文書を数字，人名，物品，興趣などを記憶の

ために記録したリスト的性格の経済：交織：と考えている。ソ連の故Tjumenev教授はこ

れを不完全な覚え轡き程度の文欝として，大まかに利用された。しかしウル古拙本説｝｝二に

対する筆者の見解は，これらとはその撰を異にする。初期王朝1期のウル霞拙文欝は，

なるほどその表現形式においては単純であるが，しかしその書式においては後期の行

政・経済参与の形態を呉えているばかりでなく，その内容においてもまた初期王朝IH

晴代の行政・経済文書に反映されている都市圏家の社会制度と本質的には同一のものを

反映しているのである。したがってウル古拙文轡は，Fara文書と同じく，宮廷交碧＝

の性格をもつ行政・経済文書と解すべきものである。

　筆者はかかる見解を今後発表すべき一連の論文において立証するつもりであるが，木

稿においては，ここ一爾熊来発表してきた拙稿と関連をもつUET　II　371文書からまず

手をつけ，これを後期の同種の，或いは関連をもつ諸文書と比較して考究することとし

たい。

　筆者は拙稿「ケンギル都市岡盟について2）」において，　UETI王371交書を目して

nu－bbndaを上級指揮者とするugulaに率いられる人民が部隊（un－sir－ra）に編成さ

れたリストと見倣すTh．　Jacobsen教授の解釈に同じ，同教授が具体的には示されな

かった同文書の一部分の解読をも行なって，その所以を明らかにした。そしてこのよう

1こ編成きれたun・sir－raは恐らく氏族単位に編成きれたもので，　ugulaに任命された

人々は小家族（6）の家長（ab－ba）であり，nu－banda　Xは氏族長（ab－ba　n至一ru（一a）3））

一77一



UET　II　371文綴：の解読とその解釈

が任命きれた：であろうと推測した。そしてUET　II　112にnu－banda　6－ga1すなわち

「宮殿のnu－bandajとあるに照らして，初期王朝1期のウル古拙交書の示すシュメ

ールの軍事組織は王権と大小氏族醐との結合によって成立しているものと推測したので

ある。

　筆者が上記論文において，シュメールの歴史時代の最初期の軍事組織がウル王権と氏

族共同体との結合によって編成されたと解したのは，初期王朝II～III期のFara宮殿

文書（TSき242）に相当広大な氏族共三体所有地（“kkin－ki或いはk圭一ul〈1〈in）　一三

Tjumenev教授はこの語を「男子集会の場所d）」と解きれている一と7氏族連合が存

在していたとする筆者の見解5）に基づくものであった。筆者はさらにFara文書（TS9

245）の7氏族（ni－ru（・a））をもって，このほかにも複数掴存在する氏族連合の一つで

あろうとも推測した。

　このような氏族丁合はUruk　IV時代，すなわち現在知られているシ＝メールの簸古

の絵文字的交書のうちに，すでに見出される。　ATU　171文書に「600－y　60＋10×4

ukkin」と記録きれているのがそれである。筆者はこのウルク文書の700人よlj）なる

ukkinを，　TSS　245の7民族539人と同様な氏族連合の家長数と解し，　Fara文書に

おいてはUruk　IV文書のul〈kinが7ni－ru（一a）と記され，一つの氏族連合の呉体的
　　　　　　　　の

氏族数が記されているものと解する。このukkinの辮導者（諏氏族（nf－ru（一a）長会

議の指導者）であるgaL砥kkinまたはukkin－ga16）なる表現がUruk　Iv，　U無k照

（∫amdet　na＄r期）の文書に見出きれることは，拙稿「シュメール土地制渡：についてj

P・38に述べたところであるが，ukkinの語はJamdet　na＄r（・・KID・NUN・KI～）鶏

土の一文書7》にも8欄が並記され，他の2断片にも6働門門れてし・る。この文書に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　ヘド　　　　　　　　　　　　　ノ
はttkk呈n－ga1の語は見えないが，　UD・E・NU曇，　DUG／SAR・E・NUNなどのukk圭かgaI

の名か或いは氏族連合名かが，全部のukkinに付されている。　Tjumenevはウルク

出土のジャムデト・ナスル期の文書には「92人のdumu－dumuj，「159人のdumu－

dumu」が記録されていると掘商し8），そのdumu・d臨uのFara交書1翻されている

ものをもって神殿の「むしろ奴隷（本来は女奴隷の息子）9）」として把握されたが，筆者

は両交書におけるdumu－dumuはいずれもukkinを形成している氏族民すなわち慶
の　　　　

由人と解するものである。またヤコブセン教授がFara窟殿の二丁の多くはTSS　245

の7頭ずu（一a）のdumu－dumuのうちから抜擢されたと解されるle）のに対し，筆者は

7ni－ru（一a）を王権と結びついた，複数個の氏族連合（ukkin）のうちの，一つの氏族連

合と解するのである11）。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UET　II　371文潜の解読とその解釈

　さらに故：Tjumellev教授は原地住民を神殿と結びつけ，　Jacobsen教授は初期王朝

II～HI期のFara宮廷と結びつくものとされたが，この点においては筆者はヤ教授と

説を闘じくする。

　初期王朝1期を原始民主制時代として把握きれるヤコブセン教授は，ウル古拙交書に

「王」（iugal）の語があらわれていても，それは古代アラブ遊牧民の慣習に示されている

如く，戦争の際に軍を類揮するために三子青年集会によって選出されるad－hoc、的性格

のものと見倣し，国制としては初期王朝1期のウル古拙文書疇代を原始民主制時代とし

て掘握されている12）。しかしウル古拙文轡のうちには「宮殿のnu－b｝ndai3）」とか，

「sanguからの捧物のμi羊（ma首一dUs一三n－tag4）を圃王が消費した（lugal　i4ka）i4）」と

か，「圏王のサングの大麦15）」などの，別稿にて詳論すべき一連の表現が見られる。こ

れらの表現は王制を前提としなければ理解しがたい性質のものであるから，ウル古拙文

書時代のウル都甫立家はすでに圏制としてmonarchy蒔代に進んでいたと考えねばな

らぬ。この間の事情は別稿で漸を追うて詳論するつもりであるが，　ukkin制から王制

への転換の事情については本稿の終回第3節において述べることとしたい。

第1節　UET　II　371文書の解読と分析

　本文書全体を解読するに先立って，初めに筆者がこの文書をどのように解読したか，

ig　9　fi一法を一，二示例しよう。この丈書のうちに最も多くの交字が記録され，欠字もな

く，かつ内容的にも重要なる裏面C◎1．　II　1を取りあげる。まずこの一行あるいは1

caseに認きれた文字と数字とをその配列のままロ7マ字に転写すると次のようになる：

　　　　　　　　　　　　　KALAM
60・60．10．le・1・1・1．

　　　　　　　　　　　1〈ESDA．RA
60・　10．10・1・1．1

　　　　　　　AN．SE・GU

　　　　　NV．TUR・UD・SA｝〈．AMAR

　初期王朝m中期のラガシュのEannatum時代（c．2450　B．　c．）頃までは，語詞

も不規則な丈字順で記され，一つの文字も中圏の会意，形声の造字を思わずように記さ

れている。したがって1caseのうちに記された：文字は，文字順あるいは配列順序の一

定した後の方式に従って読まなければならない。上記の文字の羅列をシュメ・・一一ル叩網で

その儘の位置でよめば次の如くである；
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UET　H　371文書の解読とその解釈

　　　　　　　　　　　　　　　un－

　　　　　　　　　　226　sir－ra

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　an－se－gu

　　　　　　　　　　nu－ba簸da　1ユ4－sar－amar

　これを普通のシュメール語に直し，後期のこの種の行政・経済文書の書式に従って読

めば9昏an一きさ226　un－slr－ra　Amar－ug－sar　nu－banda（一bi）となる。　この交書には

biの文字は記されていないが，第2節で取り扱う部隊編成の文書の轡式に粥って補足

した。u．｛一sar－amarは人名であるが，後期のシュメール人名はArnar－u4－sarの様式

で記される。それは「新月」（u4－sar）の「小牛」（amar謀臨γ％）あるいは岡「児」

（amar罵磁γのと語釈されるから，「新月の小牛」または「新月の児」なる語義をもっ

た人名ということになる。

　次に表面CoL　Iの最下行（11）の
　　　　　　　　　　　　　…　n　V　t　．’　．n　v　一　　　．　一　．　　　　　　了　　W　「　．．．、　．ρ　“　．．．’　…　　．　i　一　一　．　〒　　7　¶　…　．．．．h　．’　L　．…　．一　　一　一　　．■　　「　h　．、　…　．．旧　　i　「

　　　　　　　　　　　　　i！0．10．1．1．　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　10・
　　　　　　　　　　　　　i　　　き。働i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　PA．K・．9・．　i

は32PA・K：u・SA＋SE（＝＝M）→32　ugula　Ku－1i→32　K：u－li　ugula（一bi）と読む。人名を

Ku－1iと読んだのは，　k磁iはibru「友人」を意味するからである。そしてSA・SEと

上下に記してある二文字をSA＋SEと一字に解してこれをLIとしたのは，次のような

シュメール文字『ﾌ造字性格によるのである。すなわち一例をあげれば，「二二」を意訂

するganunなる語をみるに，後のウル第3王朝三代の行政・経済文書にはこれがg会

nunと二文字に記されている16）のに対し，初期王朝III期の行政・経済交書にはGA－

NUN（一GA×NUNすなわちGAの丈字の中にNUNσ）字が入れられている）の一字で

詑されているからである。　したがって「ukki且一ga1が選んだii嬉ヨ三」の入名が認されて

いるuET　H　68　BのCol．11にSE・ME・ER・SAとあるのも，EN・弧II£・U（篇SA十S1の

瓢ensi篇§α’伽「神託を扱う人G℃ral〈elbefrager’と読むべきである。

　上来示例したような方法と後期の行政交書の書式などを考慮しつつ，筆者は371文書

全体を次の舅iく解釈するのである。

…畑姻版砺弾く，縦灘二楡顯てい・・そ吐約÷が失われ，し

かも多数の文字が磨滅消失している。次に試みる解読の糊寧0）うち，筆者が復原補充し

た部分は⊂）の中に入れ，大文字のみで記したものは読み方不関のもの，X，　xは丈字
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U王£TH371文書の解読とその解釈

UE：T　II　371文書
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1 1

あるいは数字の一部が残存して他の文字を想定せしめうるものを示す。

　この文書の書き出しは図版の表面左側の第1コランから始まり，それを上から下へ，

次に第IIコランも同様に読み下す。裏面もこの交書の場合は表面と岡様に，左側の第

1コランから第IIコランへ読む。また裏面第1コランの最後の2行は，行間が二区分

されている。ここには部隊編成に関係をもってはいるが種類としては別種に属する事

項，すなわち土地の面積が記されている。

　Obv．　Co｝．　1：

）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

43　sir［一ra］　Amar－kix－ga

［4］3　　　　　　込ぼe－ra

［4］3　GA，L・X．X

［43？］　iGI・X・X

［54？］　Am［ar－u4－sar

Amar［一u4コーsar

21

21　　　　　　　　Guザtur

21　iNga

Am［ar］一DUN　？一KI　？

　［ugula（一bi）］

　ugula（一bi）

　ugula（一bi）

　［ugula（一bi）］

　ugula（・1）i）コ

nu－bbnda（一bi）

　ugula（一bi）

　ugula（一bi）　．

　uts．ula（一bi）
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UET　H　371文書の解読とその解釈

10）　Lu－lu　nu－banda（一bi）
11）　　32　　　　　　　　　K二u－li　　　　　　　　　　　　　　ugulεし（一bi）

　ibid．　Col．　II：　Three　or　fo2tr　cctses　ctre　brohen．

1）・・1　20［一i，．xll　X・X・・・…

2）．i　tO＋10＋10＋10－FIO〔＋x］　X－

3）　32　　　　．S工・X　　　　　　　　ugula（・bi）

4）　．　SlrX　nu－banda（一bi）
5）　・i・’G・A・SI・X．

　6）　48　Mes－lu　ugula（一bi）
Rev．　Co王。1：

　　　　　t　Y．　s

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

gu’一an－ge　226・　un－sl，r－ra　Amar－u4－sar　nu－bhnda（一bi）

63　Lu－lu　un－banda（一bi）
64　A　na　x，　r－6－gar／du　t，　nu－bhnda　（一bi）

60　　　　　　　1Lu－z註し。名〔aコ

　　　X　（＝：UET　II　Sign－list　no．　3e3）

4　．XtX・X・r・t・・

　　　　　　GA．SI・X

24　　　　BA・S〔1コ・X

・・＋書（…）・囹（…）1・…岡・＋［・］（…）

…書（・ti・）・（・・の・6…1・…（馳・）〔・（…）］

ib・id．　Col：　II　：

1）　！00’ ~4－1－！0×4＋1＋x？　［un］一sir－ra

・）・・…櫛9暑（b亡r）］・（＋・）（…）

Translation：
ebv．　Col．　1：　43　（rnen）　aggregate，　Amar－kuga，　（their）　ugula．143，　Mera，

（their）　ugula．　I　zB　PN，　（tkeir）　uguia．　i　43？　PN，　（tlteir）　ugula．154？，　Amar－

usar，　（their）　ugula．　I　Amar－usar，　（their）　nu－banda．121，　Amar－DUN？一KI？，

（their）　ugula．　i　21，　Gutur，　（their）　ugula．121，　Aga，　（thelr）　ugula．　I　Lulu，　（th－

eir）　nu－b｝nda．　i　32，　KulL　（their）　ugula．　Col．　II：　20－i50一一i32，　PN，

（their）　ugttla．iThe　same　PN，　（their）　nu－banda．　I　GA・SI・X　（a　place　name　？）　1

48，　Meslu，　（their）　ugula．　Rev．　Col．　1：　Total：　aggregate　troops　of　226

men，　Amar－usar，　（their）　nu－banda　l　63，　Lu1u，　（tkeir）　nu－bbnda．164，　Amar－

eshar／edu，　（their）　nu－b2nda．　1　60　Luzaza　i　X　i　4一一　1　GA・SI・X　1　24　BA・S［1］　・X　ll
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UET　H　371文瀞の解翻鳶とその解釈

le　’f／一　btir　2rf－x　iku　（‘：一一　68　ha）　121　b“r　2＋x　iku　（：一；＝：　7e　ha）　ll　le　一2
R　bUr　3　iku　（・i：

　68　ha）127　bdr　x　iku　（一一＝170　ha）1　Col．　II：　Sum－total：　［59　a　bdr］　1　［一一x］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　iku　（，・：・・：376　ha）　（given　to）　the　aggregate　troops　of　441　一｝一x　men　（they　being

　members　of　an　union　（ukfein）　of　tkree　or　four　clans　（nt－ru－a））．

　註解；　本文欝の性格を決定する鍵は表面第1コランと裏面第Hコランとにある。

これら2コランには，部隊（un－sir－ra）編成の｛二1：組みと，その部隊と土地との関係が

示されている。この掬者の開帳は第2節の終りにおいて考察することにして，ここでは

まず部隊編成の仕組みを取りあげる。

　表面C◎1．　11にraを復原したのは裏面CoL　I　1の語面によったもの。またugula

の復原は表面Co1ほ2以下の書式にならった。なお，この行にunを補わなかったの

は，この行のスペーースがraとuguiaの2文字を補った上に長い字形のunを補うに

は狭すぎるし，表面の第1コランは全部がugulaと五u－b諭daとで隊編成が行われ

ているので文書の第1行目にugulaの文字は省略できないからである。訳は「結集さ

れた43（人），Amar－kひga，そめugula」である。第2行以下にはs圭r－raが省略さ

れている。拙稿「ケンギル都市面面についてjp．99で述べた如く，すでにウル古拙文

書には後期のFara文轡以後の行政・経済文書の書式がとられている。

　Co1．11－6までの票項は裏面Co1．工1に対応するもので，表面CoL　I　1－6の事項

が二三Col．　I　lにまとめられ，岡山に7－10までが裏面Col．12にまとめられてい

る。　かくて表面Co1．　II　6までのugula隊が裏面Co1．18までに上級蟹揮者nu－

bandaの配下にまとめられる。そして裏面Co1．11－8までの総素数と9－IOの合計地

積とが緬・・・・・…一2に「繍・・…一・ir一・a［峠（…）］・［÷・］（・k・）」と記さ

れていると解してよい。裏面Co1．11－8までの現存数字の合計は226十63十64十

60÷4＋24　・・　441となり，粘土板の破損にもかかわらず幸いにもCo1．　H　1－2の総計

441と一致する。

　次に問題となるのは，裏面Co1．11の人数226と表面CoL　1！－6の人数との害ll振

りである。1－3は43ずっと数えて無難。きすれば226《43×3）M）7を4，5，6行

に翻辰りすれば，第6行は7行以下の事例に照せば，これはAmar［一u4］一sar［nu－

banda］と見るべきである。したがって97は4，5両行に割振らねばならぬ。1，2，

3行の数字が同数であるのに準じて，97を仮りに43と54とに割振りした。6行藏には

AM（AR）の交字しか残．）ていないが，これをAm［ar－u4－sar］と復原したのは表面CoL

U3，4のugula　SI・Xとnu－bbnda　SI・xとの関係を考慮したのと，次序で取りあげ
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》ETI王371文書の解読とその解釈

る後期の軍事関係文書にPN・ug磁a　nu－bbndaと記されている事例を考慮したからで

ある。

　次は語彙の説萌であるが，Jacobsen教授がun－slr－raと読まれた語はK：ALAM・

K王…SDA・RAと詑されている。　KALAMをka支am／kalama　と読めば磁f％「土地」

の義，これをdg，　uk虚，　unと読めばηf諏「人民」の義である（シュメール人が土地

と人民とを同一一文宇で表現していることは注閣に値いする）。1〈ESDAにはke甑a，　k蕊，

serの読みがあり，ともに主要語義は7α肋諏「結ぶJ，「くくる」，「結集する」であ

る。この文書の場合は表音補辞raが付されているので，　sさrまたはsirと読まねば

ならぬ。故に3丈字KALAM・K：EsDA・RAは血g－sさr－ra，　uk血一sさr－ra，　un－sir－ra（J『a－

cobsen）と読んでよく，その語義は「結集された人民」，「編成された人鑓」となる。

第3節において取りあげる初期王朝IH末期のウル岬町ナ三代の一交書mには，水利工

事に動員された入々をbir－inlm（一ma・na）一sir－r註「（王の）命令で編成された隊」と記

した表現が見えるが，これはun－sir－raと醐様の部隊と思われる。

　なお筆者に不明の点を挙げれば，裏門Co1．14にnu－bhndaの語が記されていな

いことであるが，これは記録者が書きもらしたものか，或いは5行のX文宇（地名か

場所名か？）と関係ある特別の人かであろう。またObv．　CoL　H　5；Rev．　Co1．17

のGA・S1・xも地名か場所名か不明である。裏面CoL　I　8のBA・xの憲味も不明。裏

面Co1．19，10の地積の次に残っている文字も殿損のため不明。

　最後に，裏面CoL　I　9，10の4区Tst／i’i地の地積を概算すれば（1馳r・・6．35　ha），9）

68ha，70　ha，10）68　ha，170　haで合計は約376　haとなる。

第2節　初期王朝m期の行政：文書の示す

　　　　軍事組織と弓懸労働組織

（A）　BIN　VIII　108：文書の分析

　薗節に取りあげたUETH371文欝の分析検討によって明らかとなったことは，（1）

ウル王権が原地信：眠一筆者所釈の“kkinを形成する各ni－ru（一a）内の家長または壮

者一を結集して編成したun－sir－raなる部隊は氏族民20～50名を1隊としugula

を指揮者とするugula隊に編成され，（2）きらに氏族団の大小によって5～2　ugula隊

がそれぞれnu－bandaを1＝旨揮者とするnu－bbnda隊に組織きれており，（3＞かつugula

σ）うちのある者はnu－bbndaを兼ねたものもある，ということである。この（3）のよう

一一@84　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UET　II　371：文＝漠の三献記その解釈

に双方を兼ねる者は，後期の文書ではugula　nu－bandaと記されている。かくの如

く編成きれたun－sir－raが軍事的性格の部隊であることは，約400無後の初期王朝III

三期の行政交書によって確かめることができる。それはHackmanのBIN　VIH，108

文轡である。この文書の年代についてエール大学博物館長F．」、Stephens氏は，108

文書を愈む一連の：交：書群（group　4）をもってウルク園王Lugalzaggisi（c．2360　B．

c．）時代のものと推定し，’かっこのgroup　4の文書申のno．26文書には国王ル・・一ガ

ルザッギシの名とともにその支配下にあったAdabのエンシMeskigallaの名が記さ

れていると指摘していポ8）。　108交書には次の知く記されている＝

　Obv．　Col．1：

　1）　　10gi首騨gid・（玉a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JO　　lon8　bows

　2）ugu】a　n曲ゑ1漁6・gal　　　　　f‘）」f　the　u8ttlce　ttnd　itu－bdozdaψゐθiPa・lace・

　3）　25Ur．dLuln－ma　ugula肌i・bゑnda　　25（IOiZ8　bove」S）for　Ur－Lu7np・t（t，％8〃‘‘and　ette－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bdi1・t4a．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

　4）　20Ad－da　US－ga1　　　　　　　　　　　20，　for　A4da，　chief〔ゾUS．

　5）　　10　Lugal階首a　ugula　nu－bbn（玉a　　　　　　　エ0，ノ～）1’Lu8alsh（e，　ugula　and　nu－bδnda．

　乃認．Co1．王1：

　1）　！0Lugal－ka　ugula　nu・banda　　　　　ZO，　f‘）γL2t．cralha，　u，gula　and　nu－bdntlct．

　　　　ノ　2）10E－u4－na－pa－6§u・1くu6　　　　ZO，　for　E・徽ψαθ，　fisherman．

　3）　601al　3　gi碁一gfd－da　　　　　　　　　　　　　　5710π8　bou］s

　4）　　U士一6　dulnu　ensf　　　　　　　　　　　　　　　　／br　こ乃’θ，　son　O／ensi．

　5）　　60　Ur塵d首［arεしPコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　60，ノbγ　Ur－Sha．rct？

　Rev．　Col．1：

　i）ugula　nu・bdnda　Zabalam（ES・　　t・tbaula　a・ncl　itu－bdin♂ci・　of　Za．bala・in．

　　　　　へ　　　　　　MUS）　〔1〈i〕

　・ib　id．　C《）1．　il：

　1）首u－nigiR　60×3－1－20÷2　ts・iS・gid・da　　Tot‘ll；2021ω～g　botvs　given・to　5σ」（♂～o’P3．

　　　　er’ill　SUIII－llla

　この文欝0）書式と内容とからわれわれは，三三1三の武器庫から軍人（erin）の・一一一一msを長

弓（gi§一gid－da　＝・　arilltu）で武装きすため，85張がugula　nu－bbndaその他の各隊長

に，57張が「エンシの子」Ureに，60張がZabalam・ci　i9）（軍）の代表者Ur－Shara

？ug磁a　nu－bゑndaに，つまり・自計202長弓が支給されたことを知ることができる。

「エンシの子」のエンシを上記のBIN　vlll　26のAdabのMeskigallaに措定すれば

Ureはその子となるわけであるが，確諏よない。
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UET　H　371文書の解読とその解釈

　シュメール軍が弓を使用したことを記した最初の文献はラガシュのEannatum（c．

2450、B．　c．）のはげ鷹碑文で，ウマン軍の射手（1丘一tiド矢の人」）の矢にあたって重傷を

　　　　　　　　　　20）　　　　　　　　　　　。初期王朝m末期のものとBurrowsが描定しているUET：負ったと記されている

：II（Sup．）26には2行にu首｝Bti－tiとあるのみであるが，この麟とCo1．14のAd－

daの職名u9－gal「u9の一Nのu9とは弓隊に関係ある語のように慰われる。しかし

これを人名（Ush）にとることも可能。この文書の冒頭において10長弓の支給をうけた

とされているuguia　nu－bbnda　6－ga1に人名の記されていないのは，tそれが知名の人

であったために，いわゆるex　ofilcioとして省略きれたものと思われる。そしてこの

nu－banda　6－ga1が恐らく国王護衛隊のugulaとなっていたであろうことは，この文

書の表現から推知することがでさる。　（ウルカギナ王の改革碑文に記されているerin

ensi－ka「エンシの兵」はエンシの護衛兵を指したものと考える。）

　108文書の記事によって，UET　II　371』のugula　nu－bandaやnu－bhndaに指揮

される部隊が軍事的性格のものであることはいまや明かとなったであろう。

（B）DP　135その他の文書の分析

　DP　135文書は，ラガシュ圏王ウルカギナ（c．2360　B．　c．）がその治徴6黛ウンマの

エンシ（後にウルク王）Lugalzaggisiとの戦争の際Bau神と関係ある氏族団のうち

から167人を徴集して8名のugulaに率いられる8隊を編成し，これを宮殿の広場で

閲兵した（zag　bi－u6）ことを言己した文書である。この文書を整理分析すれば次の聴く

である。

　表面CoL　I－II　11までec・25名の人名が粥記され26人隅にAmar－kiと記し，「食

計26人はbir－suhs－haである」（首u－nigfn　261司bir－suh5－ha－am）とある。次にCo1．　II

12一工H4までに6人の人名を記したあとに「合計6人はama－birである。　Amar－ki

はそのugula」（馳一nigin　61司ama－bir－kam　i　Am鍵一ki　i　ug旙我。b圭）と記してある。

このような編成方式で裏面のCol．　Vl　11まで記録されている末文書の内容を園衰化す

れば，次の如くになる：

　1　隊　　25名一トAinar－ki　＝　26名

　　　6名

H隊19名十Da皿dingirmu皿20名

　　　6名

III隊　　20名÷Se蚤tur篇・21名

1V隊　20名告ユ三11am＝2！一／＆

1器ゴ識：謡欝）｝一鯉繍

1溜1㎞｝一・一一・26名・

謙淵｝M…GU・uS・ine
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V　蔭蒙　　17名÷Udu＝：18名

　、71　｝塚　　！4名一トNesa9＝＝15名

　　　　　　　　VIX隊　13名一eSubur＝＝14名

VII王隊　1g寝十Amarezem踏20嶺

UETI工371：文書の態直読とその解釈

Uclu　ugula－bi　gu－1｛us　a－duio－ga－niL’

　　　　　　（fi’esh－wategt　ftsl“erme・n）

認ll鑓謝岬町一瞬励綱
Aniarezein　ngula－bi　sipa－nie　（lierdsnieii）

　以上の如く分類され，CoL　VHにf総計155人はbir－suh5－haである。12名はama－

birである。バウ神所属の人々（紙丘一rum　dBa－U）。　ラガシュ明王ウル羽前ナは宮殿

にて閥離した（6－gal－la　zag　bi－u9）。［］一kl，そのgal一［ukkin　？］2i）」とある。

　上記図表化したDP　135の8ugulaの引率する8隊の内容を考察するに，1，　II隊

はblr－suhs－ha「槍兵」とama－bir「楯兵」の2兵種22）に区別されていることが知ら

れる。両隊ともama－birは6名である。はげ鷹碑文の軍：隊行進図にはエアンナトゥム

を先頭に4入の楯兵と4列6縦隊24名の挙兵が隊伍を組んで行進しているのが，象徴

的に蓑現されている。これはシュメーール軍の主力たる密集隊を示しているもので，1，

H隊はこの密集隊であろう。密集隊の行進隊形は4列6縦隊であるが，実戦となると

6列に変形したことはこの門門に哨兵が6名であることによって知られるであろう。

III，王V隊は測N・GURU善meと言己されているが，巧みは不明なるも「2（入）の壮

者」なる語義から2人1組で戦う部隊と考えることができる。そして以上4隊のugula

のうち，Amarki，　Damdingirmu，　Enamは大麦配給（9e－ba）表に隊長級のuku9，

甑b－1uga1と記されているので，4隊の隊員はDeime1が‘　Militarkolon’と訳した

早漏半兵の農民であったと解してよい。bir－suhs－haのbirの語義は字形が示す如く

「四連鎖」「四列」。「四頭立てのろば！（a蕊e－b主r（一ra））なる表現は，家畜飼料の消費（蓉e－

gar）蓑にしばしば見られるところ。（これをerinとよめば「軍人」である。）

　DP　135の部隊編成が行われた聖徒（ウルカギナ王治世5隼）の一一文書（Nik　No・　3）

には，各種職人（gi首邑kin－ti　me）を含む多種多様の職業の人々184名がama－birとし

て徴集きれ，ウルカギナ王の閲兵をうけている（zag　bi－u9）ことが記されている。

　コペンハーゲン国立博物館所蔵の一交書23）はDP　135と同年の記念6奪のものである

が，この交書には大小7隊のblr－suhr，一haの第8回目の1月分の大麦配給（9e－ba）を

nu－banda　pali124），　paHl，　nu－banda等大小部隊の7隊長に，バウ神殿につらなる野禽

庫（guru7）からagrigのEnshugigiが支給したことを讃している。　EniggalニRu－

b諭daは，　gal　しむ．KUR25）の職名で，7部隊の責任者としてこの文書（sar－ru）の

作成保管者となっている。配給大菱の総量は787gur・sag－ga154　silaであった。　Obv．
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UET難371：文欝の解読とその解釈

C◎1。II王4は消滅しているが72　silaの数記号は残っているので（ヤ教授の翻字），こ

の行は72sila［1d－a§一首さ］「1人につき72　silaずつ」と補えばよい。当時の話e－ba

表には甑b－luga1の月熱聾己給は，その大部分が72＄ilaとなっている。787　gur　54

si正aを72　sllaで劇れば，約1574人分となる。この交書の7部隊の1隊が，その規模

の点からして，D・・35の構胴オゆ鱗であること醐1られる。・の嬬で・・6ゐ

gur－sag－921を受取っている隊長Ur－ki　nu－bゑnda　paR1のUr－kiと，　DP　135の

［　］一kiとを仮1）に岡一入とみて離算すれば，100　silaずつを1人に支給したとすれ

ば，DP　135のエ67人の数がかっきり回りほ1せる。　しかしこの文書には72　silaずっ

と詑されている。それ故：DI）135の〔］一kiとこの文書のUr－kiとは三人とみねばな

らぬ。このようにみてくると，ウルカギナ王が対ウンマ戦に動員した部隊数と入員数と

は，上記のNik　3の「楯兵」（ama・bir）の数美84人を考慮に入れるとき，縮漁の大軍

勢であったことが知られるのである。

　DP　135が示回する職業別編隊方式から，われわれは初賜至朝III末期の氏族誘ζ岡．体

には漁携，牧畜，各種の技術職（Nik　3）を専業とする職業別の氏族闇も存在していた

ことを推測することができる。

　Gudea（c．21eO　B．　c．）の円筒形碑交Aに，　Gudeaがニンギルス神殿建立に際し

てその支配下にある「かれの国土の家々」（6－kalam－ma－na）に徴発を命じた（zig”ga

ba－ni－gar）とき，微発を受けた人々（18－zig－ga）とともに「ニンギルス神のni－ru－a」

（Col．　x王V　16），「ナンシェ神のni－ru－a」（Xlv　21），「インアンナ神のni－ru－aJ（xlv

26）の人々は各ni－ru－aの紋章のしるしを先頭にしてGudeaの許に集回したことが

記されている。ここに兇える「ニンギルス神のnf－ru－a」という表現は，ニンギルス神

を共嗣祭神とする諸氏族団（ni－ru－a）が存在していたことの社会的表現であろうと思わ

れる。ニンギルス神の妹神ナンシェや本来Urukの女神であり，初期王朝IH時代の

ラガシュにおいては「ib－ga1神殿の■ンアンナ神」として二三されたInaaaa神のni－

rtt－aなる表現がみられるのに，ニンギルス神の配偶神バウのni－ru－aなる表現が見ら

れないのは奇異の感を与える。しかしこれは，バウ神のni－ru・aがニンギルス神のni－

ru－aに包摂きれていたためであろう。初期王朝III末期の行政・経済文書に旧きれて

いる「バウ神所属の入」（1丘在一rum　dBa一①の表現は政治的な意味，すなわち氏族民を

動員する神殿を主体としての表現であり，動員をうける罠族民の立場からすれば，氏族

民はni－ru－a　dNingirsu（dBau神を食む）の人々であったわけであろう。この間の消

患を物語るものとみられるのは，DP　136におけるugula配下の6隊100人の労働要
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UET　II　371文書の解読とその解釈

員の配置換の記録で，そこには71人の嫌CtBa一丘一meと29人のラガシュの一地区Pa－

sirraの人（魚Pas－sir－rai｛i－rne）とを共に「総計100人，バウ神所属（丘一rum）の入」

と一括して表現しているのである。動員の主体者はヨ三あるいは王妃である。

　以上，（A），（B）において行なった諸文書の分析検討によって，UET　II　371文書に

記された部隊，すなわちul〈kinを形成する諸氏族闘の氏族民を動員して編成きれた

un－sir－raが軍事的性格をもっていたことが立説されたであろう。

　ここで，ききに保留しておいたUE’rH371の裏面CoL　I　9－10における土地とun－

sir－raとの圏係について一霞したい。　ここに認きれた4区爾地は，総噸が新しく開拓

すべく造成した区画地のうちから，un－sir－raに動員編成された諸氏族団（ni－ru－a）の

形成しているukkinに集団的に与えられた土地と考えられる。　ukkinはそれ自身の所

有地ukkin－kiを所有していた。そのほかに，王権と結合することによって新しく造成

きれた区顧地の分配をうけた二ll二地もukkin－kiに加えられた。このような土地の呼称が

UET　I1368の断片に記きオa、た［gan］一kur6－sir－ra　i［9盃n］一bi1（gibi1）であろう。Bur－

rOWS鶏はkurc，一sir－raは意味不明だと序交26）に述べている。これらの語彙は恐らく

un－sir－raによって造成きれた食：糧（kur6＝肋γ徽脚’ののための区爾地，すなオ）ち

開墾して耕地にするために新しく（bi1／gibil）造成区画された未墾地を意味するもので

あろう。圏王が大小の土地を官吏その他の者に9ゑn－kur6として与えた文書もUET　H

には相当数あるが，これらについてはUEτHの土地制度を別稿にまとめて詳論する予

定である。

第3節　治水・灌概と王権との関係

筆者は初期王朝1期のUET　H371文書を解読分析して，これを約400奪後の軍事

回覧に関する諸交書と比較検討した結果，371：文書が軍事的盤格のものであることを論

賦した。初期王朝III末期のDP　135，136爾交書の内容は前者が純軍事的，後者が集

岡労働的のものではあるが，ともに編隊形式をとっていたことが明らかとなった。これ

に対し，この時代から約400年前のUET　H　371に記録された部隊は軍事組織であると

同時に集団労働組織であったと考えられるのである。けだし，初期王朝工三代は約400

矩後の初期王朝工H蒋代にみられるような政治的現象，すなわち都市国家間における不

断の戦争は起らなかったからである。それというのも各都市国家の領域が遠くはなれ，

国境あるいは勢力範囲が接壌しなかったがためである。この時代の各都市国家の強敵は
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UET　II　371：文書の解読とその解釈

むしろ山間，砂漠の遊牧賑蛮入の侵竃略奪行為そのものであった。すでに筆者は，シュ

メP・ル沖積平野の河絹に沿って散在する都邑の安全と富とをこれら蛮族の掠奪破壊から

防衛するために有力都市国家がケンギ國照を結威したことを述べるとともと，この岡盟

が本部をK：1戴N・GbK：engiに置いた下野的にして親善友好的な性格をもつ政治的同

盟であることを明かにするところがあっtl　27）。すなわち，　un－slr－raの軍事力がケンギ

岡盟軍への派兵と幽衛とに発揮きれたであろうことはいうまでもないが，しかし，初期

王朝III期のLagash文書が実証する如く，un－sir－raはむしろ主として治水，灌溜i，

土木等の国家的社会的事業に氏族民を動員する集団労働組織として国王によって使役き

れたであろう。前述したウルカギナ王治世元年の・一文書（F6r　130）には「沼沢地の森

の附近にある畑地」（gゑnda－tir－ambar’“i）1こ長き20　gardu（寧120　m）の財水池？

（nagtar）と395　gardu　4　gi（キ2388　m）の水溝（e）との開きく工事が「（王の）

命令によって編成された隊」（bir　inim（一ma－na）一slr－ra）によって行われた（e－dab・．）

ことが請されているのである（，（ウルカギナ王が治徴2年から4年にかけてgan駝首一

dU－aに掘った運河（id），水溝（e；pa5）の全長はi3，729　m28）に遼している。）

　（1）いまUET　H　112のウル欝廷の高級四二録をみると，治水灌概の管理を溺る9か

ga1←gugallu）の長たる96－gal　galの数が他の高官より多数であったことがわかり

（2）また考古学的資料としてJamde械a＄r期と初期王朝王期との間にUrukとShur－

rupak（Fara）とには「洪水癩」が存在している29）がUrには在証されない事実一

これを褒付けるかの如く，Uruk　IV，　m層から発掘されたウルク象形閉門の数も王V

属からは578欄，III（Jamdet　na§r期）からは30個，　II（初期王朝1期）からは僅か

に5個しかlrl＝1土していない一一一があり，　（3）きらにはLugal・ukkin－gal－pad－da「ウキ

ン・ガルが選んだ王」，U鷺T　Hにし1ましば児えるMes－pbd－da「選ばれた英雄」なる

人名のもつ意味が参酌され，またluga1の語を構成要素とする人名が多くなっている

事実も門出きれる。こうした一連の諸データを綜合働案ずるときは，次のような推定が

可能となろう。すなわち，ジャムデト・ナスル期の末期頃ウルにおいてはukkin－gal

達がかれ等自身のうちから，洪水に対処するためun－sir－raを結集動員して治水事業

に成功した誰れかを選んで1かgaDluga正「偉大な人」と称し，これがウル王制成立の

起源をなした，と。ウルクV，IV罵においても記念物的建造物一一臼神殿（・IV　Aの

Temple　Bは70　m　x　66　m，高さ13　m）の如き，Falkensteinの計算：によれば1500

人が1日10時聞労働して5年間を要するような一の造営は，すでに集団労働力なし

には不可能であったろう。ところで，そのウルクはJamdet　na＄r期の末期に洪水に兇
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UET　II　371文註の解読とその解釈

舞われているのに，ウルにはそれが証されていない。ウルクに集団労働力があったであ

ろうことから推せば，これは，ウルにもかかる労働力が存し，それによる治水工事が施

されたがためではなかろうか。こうした推定が許詞巨1，とすれば，この治水を統括煮宰

した人物がなければなるまい。それが1uga正であろう。ことばをかえて霞えば，1ugal

に選ばれたウルのukk呈n－galの治水成功の秘訣は，やがて治水・灌概の事務を配る9か

ga1富となるような専門監督者を含む，いわば組織化きれた集団労働力（un－sir－ra）の

編成とその動員とにあったと考えざるを得まい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である同僚　治水の功績によって1ugalに選ばれたものの位地が，その身分は貴族

ukkin－galに対して，　primus　inter　paτes的地位以上の単一支配者monarchとな

り得たのは，けだしun－sir－raの徴集動員権と，その集団労働力によって造成する堤

防，人工水路（運河）周辺の未耕地を区画地としてukk圭nや神殿に分配する権能とを，

1uga正の特権として獲得したことにあっただろう。岡王はこの特権を発動することによ

ってヨ三領を漸次増大することができたし，ukk呈nもみずからの手によって開拓するそ

の所有地（ukki簸一ki）の上に三王の分湿にあずかったgan－kurG－sir－raをカllえてuk－

kin－kiを増大させ，神殿も山王の寄進をうけて神殿領を増加してゆく。約350年後の一

Fara文顎：にはうガシュの「それぞれの土地」　（gan　didli）より成立する　ukkin－ki

は25，293ha，ウンマのは19，748　ha，アダブのは14，986　haと記している31）。もっと

も，ukkin－kiがukkinのi：ノ備1において如何に処理されていたかは別の闘題である。

　Jamdet　na＄rにおいては，すでに多くのukkinの上に立つ：支配者enとukkin－

ga1との，いわばen～ukkin－ga1連合支配体制が成立していたらしいことは，岡地出

土の土地文・1ザ2）（iku文書と称する）やukkinの語を多数見せている既述の文書（OE

CT　VII　193）などによって推察することができる。ただJaエndet　na§rはこの期の末

期頃，恐らく三二か国酒からかの掠奪侵入者の兵火によって焼失し，その後再建されな

かったことが考古学的調i査（S．Langdon）によって知られている（ibld．，　P．3）。　G．

ChildeによればUruk期にはEridu，　Uruk，　Lagash，　Ur等33）が，　Jamdet　na＄r

期にはShurupPak，　Jamdet　na＄r等34）が都市あるいはurban　status（K圭sh）とな

っている。初期王朝1期子代にシュメーール地方の有力都市国家においてもukkin制か

ら王制への転換は，蒔期約に多少のズレはあったとしても，ウルの場合と同様な過程を

辿って行われたものと考えられる。　Burrows氏はUET　II　205　Bの残存断片にlu一

〔gal〕LA・B’UR・SIR＝：：「Lag飴ラガシュの王」の記述を見出し35＞，また319の印章銘に

BuR・s｛R・［］とあるのをLaga6　？？36）と読まれている。これをもってもうガシュにお
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UET　H　371文書の解読とその解釈

いてこの転換の行われていたことを推察するに足るであろう。

　以上は筆者がウル古拙文書について展開すべき試論的研究の一部をなすものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1965杢ド2ノヨ16臼慕笥了）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は立命館大学大学院教授・本会蘭融会長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）　UET　II＝＝E．　Burrows：　Ur　Excavations　Texts　II．　Archaic　Tex七s（Publica七ions　of

　七he　Join七Expedition　ef　the　British　Museum　a貸d（）f　the　Un．iversity　Mllseum，　Univ．

　of　Pennsylvania…七〇Mesopotamia），London　1935・これに対し註28）に寓すUET　Iは

　この双書の1をなすもの。このほか本稿に示す略記丹を訓示すれば：

　ATU＝・　A。　Falkellstein：　ArchaisChe　Texte　aUS　Uruk，　DeutSChe　ForSChungsge職el！．レ

　　schaf七，　Berlin　1936．

　BIN　VIII＝＝G．　G．　Hackman：Sumeriaa　and　AkkadiaR　Administrative　Tex七s，　New

　　Haven　l．958　（】Babyloni．an　Inscri王）七ions　in　the　co］．lection　of　JameE　】3．　Nies，　Yale

　　Universiもy　vO1。　VIII）。

　DP　＝Alloもte　de　la　Filje：Docu皿en七s　Pr6sargoniques，4vols．，王）aris　1909－P“o．

　F6r　＝W．　FOrtsch：Vordera＄iatische　Schrifもde1玉kn職1er　der　K6niglichen　Museum　zu

　　Berlin，　Leipzig　1916．

　ITT・・Thureau・Dangin－Genoulliac：　Inventaire（leg．　Tab玉ettes　cle　Tel］．ot　5　vo茎s．，　Parls

　　1910＿21．

　OECT　VII　＝S。　Lang（lon；Pic七〇graphic　Inscriptions　from　Jamdet照5r（Oxford　13］di－

　　tions　of　Cuneiform　Texts，　vol．　VII），　Oxf．　U．niv．　Press　1928．

　Nik＝　A｛1．　V。　Nikolski：　Dreven．osもi　Vostochnuia．

　SAK＝：Thureau－Dang｛R：Die　Sumerischcn　uncl　Akkadl．sche1｝1〈δnigsinschriften，了．．ei．1）・

　　zig　1907．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　TSS＝R．　Jestin：Tablettes　Su雛εrien1｝es　de　SurupPak，　Paris　1937．

2）　「ケンギル都市風盟について一初期メソポタミア鍵の一問題一」（『麹．林』1964一第47巻第

　1’号）の略。ただしここは特にその第5章‘ウル古擁文書に見られる都市闘聾芝’（pp・10か7）。

3）n｛一ru・a「氏族」のnf一は王Mの一音価であるから，この読み方が唯一のものとは限らな

　いが，以下に頻繊するこの語はすべてn｛一ru・aで統一し，一々譲しない。シコ．メール人のflii

　縁関係を示すこのlli－ru－aやその他の請表現については拙稿rシ＝メール人の家族に就いて」

　（『史林』1950年一第33巻第2丹）　P．33f．参照。なお，問題のnl・ru・a（＞n三・ri－a）およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　び．王蟹についてはRene　Labat：Malluel　d’Epigraphie　Akkadie1111e，　Paris　1952，　p．185

　参照。
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U聡TII371文書の解1涜とその解釈

4）ア・イ・テユメネフ；「古fいユメールの園i；1（経済」（香山陽揮，訳編樋：燭綱：禄会の諸問題諄

　所Jtg（）P．4£1，11．2。本書は以下単に番山と1略詑。

5）　「シ。tメーール烹池1鮒度について一一一初期三1三朝H寺代まで一一」（iヂ人文』第9輯，！9㈱年，京

　大教養部）。以下単に「シニ、メール土地制度について」と略記。

6）　後のsyllabary　lこはGAL・UKKIN讐khlga1，ノ’～7直17π‘Leiter，　Fllhrer’とある。　A．

　　　　　　　　　Dcime1：　Sumerisch－Akka（：1isches　Glossar，　S，／50。

7）　　Olr；c3r　、「王王　No．　193，　CoL　III．　　　　　　8）　　香艮1：　P．27．　　　　　　9）　　香艮1：　P・3！・

10）　Th．∫acobsen：　£arly　Political　Deveiopment　in　Mesopotamia，　Zeitscin・’ift　ftTir　As－

　33ノが0108形，N．　F．18，1957，　p．12！，　f．n，63．

！1）　「シュメール土地制度について」　P．36・

12）　ヤ教授は原始民罐三制におけるadministrator（en：δ∂1？孟）とayoung　warleader（kugal：

　諏ノ7！4）とのad－hoc的惨：三無を裏付けする二二としてG・Jacob：Altarabisches　i3e（luinen－

　1cben，　Berlin　1897のsayyid（sheikh）とta（：lid（wFeldherr）との関係を援∫i捻れた。

　JaCc｝bse11：θ九cii．，1：）・：104，　f・ll．19・また教授は原始民1－／］，三網時代を．1二齪としてジャムデト・

　ナスル期，下限を：初期王朝ITとされた。　～旅ノリp．106ぞ，

13）　　支JET　I王　：1！2，　「Yl　16．

14）UET　II　298．　Burrowsはma蓉du8－gthn－tag4を　t　probably　an　offcrin9’と解き．れた。．

　序文P．6（2）．恰幅はこれを後期のma首一da・ri－a　lll彗度と同一の腿度とみる。　ma首dariaは

　　「祭礼の奉納物」といわれる制度でありsangし1，　nu－bdnda，　dub－sar－inah，　dam・gきr・mah，

　ugula，　sukal－mah，　gal－ukis等，　園家社会の有力階層の入々が暦主や慰主妃や王子達に大祭

　日等に家畜その他の物品砺1決上する制度である。

15）　　萱e『sangu－1uga1，　τJET　｝＝1　】．62，　Rev．3．　　　　　　16）　　王TT　III　5367，　工えev．3．

／7）　F6r　No，130，0bv．　CoL　IH　2．　　　　　　18）　BIN　VIIIの序文1？．6．

19）　ウルグ1三ルーガルザッギシの一碑文に，彼の支醗下にあった諸都廓名のうちにZabalamの

　名が記されている。　SAK：，　S．154，　II　43．

20）SAK，　S．12，　Col．　IX　3－4：16－ti　mu－lli－ra　ti－ta　e－ta－si「射手が射た。矢にあたり彼は

　携れた（si＝齪蝕の。」

21）Deime1は，　DP　136の蝦：終行に〔Ur〕一sag　gal－ukti　biとあるので，この文書のgal・［］

　にul｛tiを復原された。　de　la　Fujeの手写のDP　l35の［コにかすかに残っている文字跡

　はむしろukkinの字に見える。　DP　136は6名のugula配下の100名の錐団労働要員の翼1己置

　換の日録であり，また最高費目者がウルカギナ王でなく灘三妃シャ・シャとなっているので，こ

　れは軍：隊編成文＝欝とは考えにくい。

　　　　　　　　　22）　1）eimel；Sumerische　Grammatik，　Roma　1939，　S．210－11はbir－suhs－haを「第一一一一・級

　の軍人」，「槍兵」，ama・birを；’楯兵」と解す。
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UET　H　37！文書の解読とその解釈

23）　MUS．簾R．5402．　Th．　Jacobsen：　Cuneiform　Texもs　in　thc　Nationa・1簾useum・Co－

　penhagen，　Leiden　1939．ヤ教授は国立縛物館二二の文書を手写，翻字，翻訳きれた（No・1）。

　No．1文書の最終行をa－u4－1－a・kam　「R　is　daily　wages」と訳されたが，これは当然a－

　itu4－a－kaτn「1月分の給料である1と訳さねばならぬ。

24）pali1はδ”々ρδ卿「先頭を行く人」「leaderjの葱。なおnu－bbnda　pali1は「mn・banda

　and　paliljである。　Jacobsenもかく解している（P・1）。

　　　ノ25）　LU・KURは1丘・kur（一ri－bi・gi4）の宥略か～　F6r　170にUr一αNin・markill血dunレalL血一

　kur・ri・bi－gi4「Lukurribigiに駈属するUr・dNinmarj（CoL　IH　6－8）とある。この人名を

　　「山すなわち外鹸（1〈ur）を鎮める（gi4置舜吻妙）人」と釈義すれば，　gal　lfi－kurの称男は

　　「鎮征将軍」とでも訳すべきか。エアンナトゥムは（lti）kur・二一gar－gar「外国を鑓服さす

　（首を垂れきす）人」の称丹をとっている（SAK：＄・22，　VI　15）。　これは「毎夷大将軍」と

　訳すべきであろう。

26）E．Burrows（UET　II）序文p・12・

27）　「ケンギル都市詞盟について」において筆者はヤ教授のケンギ（ル）岡二二を紹介するととも

　に，筆者自身の見解を述べている。

28）　この計算は立命館大学文学部史学科大学院学生田申嘉開書が『古代三日の中原・吉絹共訳

　　「プレ・サルゴン二代の社会経済史料」中のDP　641，642，646，648に聞きれたgan　ge9－dit
　　　　　　　　　　ロ　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　・aの運河水溝の開きく工袈の仕上星を集計したもの。なおウル第3王朝のUr・nammuが麗さ

　　くした1運河の全長は4dana　260　gardu索451cniであった。（Gadd　and　Legra蝋：UET

　　I，　nos．284，285）

29）　V．G．　Childe：New　Light　on　the　Most　Ancient　East，　LondoR　1952，　p．136．

30）　ukkin・galはウル王制下に地主貴族でもあった。　UET　II　108に「ukkin－ga1の領地（a一

　§b・g含n）」の記録がある。これについては拙稿「シュメールπけ二二についてjp．39．

31）　「シュメール土地劇度について」　p．41．

32）　「シュメール土地制度についてIP．　！5．および罰じく拙稿「シュメール土地聴度における

　　託営地について」（『西洋史学護50輯，1961），p．！．

33）　Childe，　op．6露．，　p．130．　　　　　　　　　　　　　　34）　ibid．，　p，132．

35）Burr◎ws氏の説は拙稿「シュメール土地鰯度についてj　P．6に紹介した。ギラガシュ王」

　　の称弩がUET　IIに見られる点について岡氏は，当時のウルはラガシュヨ三の代衷肴サングに

　　よる間接的支配下にあったがためであろうと推測された。しかし筆者はむしろこの文書をも

　　って，ケンギ岡盟に関連するラガシュ三Eと俺か麗係ある事項を紀した文書の断片だと考えたい。

　　UET工1にウル王の名が記されていないのは，それが菖妊の行政・経済文書という文書の性

　　格によるものであろう。

36）UET　II，序文P．22（8）・
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